
090 -2573-9072髙 野 大 地〒411-0023 静岡県三島市加茂18-7 TEL .055-976 -5300
静岡県知事免許（10）第6124号 取引態様:媒介

※物件案内書と現況に相違がある場合は現況を優先します

交 通

学 区

物件所在

都市計画

用途地域

建蔽率／容積率

他の法令上の制限

条件等

現況/引渡日

道 路

土地権利

地 目

設 備

備 考

概 要（土地）

土地面積（公簿）

売 土 地
価 格

担当者
有限会社アイ企画

01

1,６５0万円（坪単価：ー万円）

４４０.２４㎡（１３３.１７坪）

御殿場線【裾野駅】１.７km

佐野小学校・北上中学校

三島市佐野６１番２、６０番２

市街化調整区域

指定なし

50% / 80%

都市計画法43条許可（既存集落内の宅地の利用）

更地渡し

空家 / 相談

南側/幅員５.0m/公道（1項1号）

所有権

宅地

東京電力・個別プロパン、公営水道・浄化槽

西側/幅員５.０m /公道（１項１号）

土石流災害警戒区域内

浄化槽の設置が必要

三島市佐野



有限会社アイ企画
担当者

売 土 地

ht tps:// izu ip .com
090 -2573-9072髙 野 大 地〒411-0023 静岡県三島市加茂18-7 TEL .055-976 -5300

静岡県知事免許（10）第6124号 取引態様:媒介

三島市佐野 02



売土地

担当者
有限会社アイ企画
〒411-0023 静岡県三島市加茂18-7 TEL .055-976 -5300
静岡県知事免許（10）第6124号 取引態様:媒介

090 -2573-9072髙 野 大 地

03

三島市ハザードマップ

三島市佐野

対象物件
土砂災害警戒区域

土砂災害 特別警戒区 域

対 象 物 件凡 例

N

土石流災害警 戒区域





表示年月日：２０２４／１０／１８







 7-119 

第７ 包括承認基準７ 既存集落内の宅地の利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨・経緯】 

・既存集落内で線引き前から宅地であるものについては、周辺における市街化を促

進するおそれがないと認められるので、包括承認基準としてあらかじめ議決する

ものである。（平成14年9月12日第166回開発審査会） 

・審議規程第7条第1項の規定に基づく包括承認基準として定める。（平成23年1月27

日第215回開発審査会） 

 

【解釈と運用】 

既存集落内の宅地における住宅の建築に係る開発（建築）行為 

１ 既存集落 

町村合併前の町村役場を中心として発達した集落など、地形、地勢、地物等から

みた自然的条件及び地域住民の社会生活に係る文教、交通、利便、コミュニティ、

医療等の施設利用の一体性その他からみた社会的条件に照らし、独立して一体的な

日常生活圏を構成していると認められ、おおむね50戸以上の建築物（最低40戸）が

連たんしている集落（既存集落）内の土地であること。 

(注) 具体的な既存集落 

次の区域で、おおむね50戸以上の建築物（車庫、物置等の附属建築物は含

既存集落内の宅地の利用 

平成14年9月12日決定 

平成23年1月27日一部改正 

次の要件を満たすものは、既存集落内の宅地における住宅の建築に係る開発（建築）

行為を認める。 

１ 町村合併前の町村役場を中心として発達した集落など、地形、地勢、地物等からみ

た自然的条件及び地域住民の社会生活に係る文教、交通、利便、コミュニティ、医療

等の施設利用の一体性その他からみた社会的条件に照らし、独立して一体的な日常生

活圏を構成していると認められ、おおむね50以上の建築物が連たんしている集落（既

存集落）内の土地であること。 

２ 対象となる土地は、市街化調整区域に関する都市計画の決定（線引き）の際に宅地

であったことが公的資料により証明でき、かつ、現況が宅地であること。 

３ 予定建築物の用途は、原則として一戸建専用住宅であること。 

４ 予定建築物の規模は、 建ぺい率50パーセント以下、容積率80パーセント以下、高さ

10メートル以下であること。 

５ 平成13年5月18日以降に敷地を分割する場合は、1区画の面積が原則として200平方メ

ートル以上であること。 
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まないが、工場、学校等は含む｡)が存在している区域をいうこと。ただし、

中山間地等の地形上の制約がある地域においては、建築物が密集している街

区等の土地も対象にできること｡ 

ａ 対象となる土地を含む半径100メートルの円の範囲内 

ｂ 国道、県道等の主要な道路の沿線片側50メートルの奥行きで面積約3ヘ

クタールの範囲内 

ｃ 建築物の敷地間の距離がおおむね50メートル以内で連続して存在する

地域の範囲内 

(注) 建築物の連たん状況 

建築物の連たん状況は、現在の都市計画図、住宅地図を基に申請者が作成

する連たん状況図から判断する。建築物のカウントに、登記の有無は問わな

いが都市計画法違反の建築物は除外する。建築物の数に、車庫、倉庫等の附

属建築物は含めない。 

２ 対象となる土地 

市街化調整区域に関する都市計画の決定（線引き）の際に宅地であったことが公

的資料により証明できる土地で、かつ、現況が宅地であること。 

⑴ 線引きの際に宅地であったことの公的な資料 

公 的 な 資 料 (例) 該  当  要  件 

土地の登記事項証明書（全部

事項証明書に限る｡) 

線引きの際、地目が宅地である旨の登記はされて

いる土地 

土地の課税証明書 線引きの際、宅地並み課税されている土地 

建築目的の農地転用許可書 
建築物の建築を目的とする転用許可を受け、線引

きの際に造成が完了していた土地 

建築物の登記事項証明書（全

部事項証明書に限る｡) 
線引きの際、建築物が登記されている土地 

建築に係る確認済証 
確認年月日が線引き前になっている建築物が建

築された土地 

建築に係る検査済証 
工事完了年月日から判断して、線引き前に工事に

着手したと認められる建築物が建築された土地 

建築物の課税証明書 線引きの際、建築物が建築されていた土地 

ア 土地の登記事項証明書を優先して判断するものであること。 

イ 必要に応じて行う現地調査や補足資料（航空写真等による蓋然性の判断資料

は基本的に除く｡)など、複数の資料等から判断するものであること。 

⑵ 宅地の範囲 

宅地として認める範囲は、原則として公的な資料に宅地として記載された土地
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の範囲とすること。ただし、公的な資料に宅地として記載された土地と同一敷地

として線引きの際に使用されていたことが公的な資料以外の資料により証明で

きる土地については、現地調査等を行い、宅地の範囲に含めて差し支えないもの

であること。 

⑶ 現況が宅地であること 

現況が宅地であることとは、建築物が現存している必要がなく、直ちに通常の

建築行為に着手することが容易な状況にある土地であればよいこと。ただし、道

路、調整池、法面等土地の形状等から宅地としての利用が想定されていない土地

や周辺の土地利用上宅地として利用することが著しく不適当な土地は対象とし

ないこと。 

３ 予定建築物 

⑴ 用途 

原則として一戸建専用住宅であること。 

ただし、用途が異なる複数の建築物が現存する敷地を既存の用途の範囲内で一

体的に利用するなどのやむを得ない理由があり、かつ、周辺の土地利用の状況に

適合している場合には、自己用の建築物で遊戯施設等を除くものを対象とするこ

と。 

⑵ 規模 

建ぺい率は50パーセント以下、容積率は80パーセント以下、高さは10メートル

以下であること。 

⑶ 敷地 

平成13年5月18日以降に敷地を分割する場合は、1区画の面積が原則として200

平方メートル以上であること。 

(注) 平成12年改正前の都市計画法においては、既存宅地制度により1区画の面積

が200平方メートル以下でも認めてきたが、既存宅地制度が廃止された平成13

年5月18日以降は1区画の面積を原則として200平方メートル以上と定めた。 

 


